
スポーツ安全保険申請について
当クラブでは、〈規約〉第5章、第12条に基づき、公益財団法人スポーツ安全協会のスポーツ安全保険に全員が加入しています。
入会の際、会員は全員強制的に加入します。
保護者については、クラブ活動の補助（準備・片付け・送迎の際のけが）を対象に任意の加入を薦めています。

　活動中（活動に関連する移動含む）の事故に対しそれぞれ適用されます。

・けがをした日時、場所
・けがをした部位
・医療機関名
・診断結果

・代表者の署名、捺印が必要です

↓

スポーツ保険申請の流れ

↓

郵送

↓

完治後、クラブ代表に提出

↓

↓

クラブからスポーツ安全保険に事故（けが）通知

けが発生

医療機関を受診

クラブ代表に報告

1～2週間後、ご自宅に申請用紙が送られてきます

申請用紙に必要事項を記入

↓

↓


